
令和元年度 指定管理施設の管理運営評価表 

 

担当室 市民スポーツ室  

１ 管理運営の状況等 

（１）施設名 名張市勤労者福祉会館 

（２）指定管理者 

（名称、所在地） 

株式会社 東大阪スタジアム 

大阪府東大阪市下小阪 2丁目 9番 17 号 

（３）施設の利用実績 

（利用者数、事業内容等） 

令和元年度  

利用者数 ： １８，１８４人（前年度比 106％） 

事業内容 ：名張市勤労者福祉会館の管理運営 

（４）市支出額 指定管理料 ３１２，８８９円 

（５）管理運営の状況 

①施設等の利用の許可に関する業務 

②施設等の利用に係る料金の収受に関する業務 

③公共施設予約システムに関する業務 

④施設等の維持及び修繕に関する業務 

⑤物品等の貸し出しに関する業務 

⑥市の行政施策等の連携 

⑦施設・設備の清掃、保安等の管理業務 

⑧市との連絡調整及び事業報告 

⑨その他、必要な業務 

 

 

２ 事業計画の達成状況 

計画区分 達成状況 

平等利用の確保及びサ

ービスの向上 

スタッフ教育では個人情報、ＳＮＳの研修を徹底して実施しております。

受付業務では名張市の条例に沿って運営し、市民の皆様に平等な対応をさ

せて頂いています。 

施設の効用の最大限の

発揮(利用促進、利用者

増など) 

卓球室が満員の時、勤労者福祉会館の空き部屋をＨＯＳ卓球室として利用

して頂き収益が上がりました。 

施設の適切な維持管理

及び経費縮減 

施設の小修繕や維持管理の部分を指定管理者自身が行うことにより経費

縮減を図っている。廊下、会議室の剥がれた壁面を塗装し、景観を良くし

ました。 

管理を的確に行う人的

構成（組織体制等） 

管理者が施設全体へ適切に人員を配置し、効率のよい運営を行いました。 

 

 

  

 

３ 施設設置者（名張市）評価 

日常管理業務については、問題なく執行しており、おおむね評価できます。また、利用が少ない時間

帯に、施設を活用した自主事業の開拓については、大いに評価できます。 

 






